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【小型充電式電池使用製品の例】

※ 本体から小型充電式電池を外せないものは、本体ごと有害ごみで出してください。

【【注注意意】】

※ 電池類は、専用の回収容器に直接入れてください。（袋などに入れないこと。）

・電球を、電池類専用容器に入れないこと。

　・体温計
　・血圧計
　・温度計　など

・割れたガラス片は、不燃ごみ（ビン・陶磁器類）です。

小型充電式電池は、収集時や処理施設での発火・火
災につながる恐れがありますので、端端子子部部をビニー
ルテープ等で巻いて絶絶縁縁してください。

・蛍光灯は、専用の容器がないので、収集日に目の付きや
　すい所に出してください。

・なるべくケースに入れて出すなど、割れないようにして
　ください。

※白熱球・ＬＥＤ電球は、
　不燃ごみ

有害ごみ

乾電池・小型充電式電池など

小型充電式電池は、リサイクルマークが目印です
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【業者の施工により排出されたもの】

※ 施行業者に引取りを依頼してください。

【「家電リサイクル法」対象品目（家電４品目）】

※ 販売店などに引取りを依頼してください。（有料）

【「資源有効利用促進法」対象品目】

※ 取り扱えないものの一部を掲載しています。判断に困ったときは、お問い合わせください。

※ メーカー又は、
　　　 パソコン３Ｒ推進協会に回収を依頼してください。

※ 町では、収集も処理もしませんので、
　　　　　　　ごみステーションへ出すことも環境センターへの持ち込みもできません。

※ 専門の処理業者や販売店又は、町の一般廃棄物収集運搬許可業者（大崎島環境衛生社☎６２－１２３６）に
　 相談してください。（有料）

※処方された病院などに相談
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デスクトップ型パソコンノート型パソコン

≪パソコン３Ｒ推進協会≫
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